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就労証明書記入例 
 

 

 

 

 

 

 

同一世帯で保育所・園に通園してい
る児童がいる場合、就労証明書は当
該児童の申請に取得した就労証明
書の写しでかまいません。ただし、
証明日は当該年度のものに限る。 

・右上証明者欄に事務所印・代表者印・担当者印は不要です。 
・１～６,14,17～19 の項目は漏れなく該当する箇所の記入が必要です。それ以外の項目は留守家庭児童会入会

手続きでは記入不要です。（19 のみ保護者が記載、それ以外は事業所が記載してください。） 
・留守家庭児童会には入会要件があり、年間を通じて１か月に 15 日以上かつ帰宅時間が午後３時以降の勤務

であるかを確認します。 
・記入に際してご不明な点があれば社会教育推進課 留守家庭児童会担当(072-813-0075)までご連絡ください。 

※保育所・園に関する就労証明書については保育課（072-812-2552）にお問い合わせください。 

№6 の就労時間（変則就労の場合）に該当し、土曜日に勤務

することがある場合はその旨を備考欄に記入してください。 

雇用期間が有期の場合は必ず更新の有無を記載してください。なお、記載されている雇用期間内に利用

開始日が含まれていない場合は、「有」もしくは「有（予定）」であることが入会要件となります。 

鉛筆やフリクションでの記入はお控えください 

寝屋川市長         宛 
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